
～未来を育てるおてつだい～～未来を育てるおてつだい～～未来を育てるおてつだい～
私立学校への寄付のごあんない

私立学校への寄付金は私立学校への寄付金は、全額損金算入できます全額損金算入できます私立学校への寄付金は、全額損金算入できます

　「受配者指定寄付金制度」は、私学事業団が寄付金を受け入れ、指定された
私立学校に寄付金を配付する制度です。私立学校に寄付した場合に、寄付金支
出額全額を損金算入できる唯一の制度です。
　毎年、企業・法人の皆様から、100億円を超える寄付金が私学事業団を通じ
て、私立学校に配付されています。皆様の篤志は、校舎建設、教育研究設備の
充実、奨学基金、寄付講座の開設など、さまざまな教育研究事業に大切に活か
されています。

寄付金受入れのための審査料、事務手数料は一切かかりません。

ご縁のある私立学校または私学事業団までお気軽にお問い合わせください。

日本私立学校振興・共済事業団

寄付金支出額
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対象となる私立学校
学校法人が設置する大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校、中学校、小学校、

幼稚園、特別支援学校及び専修学校（授業時間数が2,000時間以上の高等課程または授業時間数が

1,700時間以上の専門課程を設置するもの）が対象となります。※各種学校は対象となりません。
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